
    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＊裏面もご覧ください。

NO. 099 令和８年６月 1日号 菰田交流センターだより 
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健 幸 講座のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

★ファミリーバドミントン・その他 参加無料 
【飯塚市総合体育館】 

日 時 令和８年６月８日（月）、７月６日（月）１９時３０分～  

【穂波体育館】 

日 時 令和８年６月１５日（月）、７月１３日（月）１９時３０分～  

【筑穂体育館】 

日 時 令和８年６月２日（火）、７月７日（火）１９時３０分～ 

★グラウンドゴルフ教室 参加無料 
【飯塚市グラウンドゴルフ場】 

日 時 令和８年６月２７日（土） １０時～ 

 

参加事項 

①誰でも参加できます。事前申し込みは不要です。 

②実施時間の変更・中止等になる場合はホームページで

お知らせいたします。 

③発熱等の症状がある場合は、参加をご遠慮ください。 

④競技中のケガについては、参加者様ご自身の保険で対

応をお願いします。 

問合せ先 飯塚市役所 スポーツ振興課 

電話：0948-96-8699 

飯塚市スポーツ推進委員協議会よりお知らせ 

初心者大歓迎！ ニュースポーツ教室を一緒に楽しみましょう！ 

飯塚市二十歳を祝う会開催日のお知らせ 

○日時：令和9年1月10日（日）13時開式（受付12時～） 

○場所：イイヅカコスモスコモン 

○対象者：平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの今年度20歳を迎える方 

○問合せ：生涯学習課（☎0948-22-3274） 

 

飯塚市二十歳を祝う会実行委員募集のお知らせ  

二十歳を祝う会実行委員を募集します！ 

令和9年1月10日（日）にイイヅカコスモスコモンで開催する二十歳を祝う会を皆さんの力で作り上げませんか？ 

○対 象 者：市内およびその近郊に在住している今年度20歳を迎える方 

○内  容：二十歳を祝う会で配布する記念品の選考や様々な式典アトラクションの企画運営など。 

〇申込方法：窓口及び電話、市ホームページ 

〇申込期限：令和8年7月15日（水）まで 

〇問 合 せ：生涯学習課（☎0948-22-3274） 
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講座や行事など 

Up していきますので 

ぜひフォローをお願いします 

と き：６月２１日（日） ９：４５集合 １０：００開会 

場 所：菰田小学校体育館 

内 容：ドッチビー 

対 象：子ども会加入の児童・保護者 

持参品：体育館シューズまたは上履き・タオル・水筒 

申込期間：６月１日（月）～６月１７日（水） 

＊お茶やお菓子の準備がありますので必ずお申込みください 

申込先：各自治会子ども会会長または、菰田交流センター 

主 催：菰田地区子ども会指導者連絡協議会 
 

子ども会未加入の方、 
興味がある方、迷っている方は、 

気軽に見学に来ませんか？ 

親子でドッチビーを楽しむ交流
会です！ぜひ一緒に楽しい時間
を過ごしましょう(^^)/ 
お問い合わせは 

菰田交流センターまで！ 
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 各講座の申込・問合せ先：菰田交流センター TEL/FAX ０９４８－２３－６８１９ 
※ 電話か窓口にてお申し込みください 参加費は講座当日にお支払いください 

 

コイン電池・バッテリーなどの回収 

 

 

 

 

 

 

💛 

💛 

ハンセン病とは「らい菌」に感染することで起こる病気で、「らい病」と言われていましたが、ノルウェーの医師、ハンセ

ンが「らい菌」を発見してから「ハンセン病」と言われるようになりました。「らい菌」は感染力が弱く、薬もあり、現代の

日本では「ハンセン病」になることはほぼありません。 

 長年、誤った国の隔離政策や「無癩県運動」がおこなわれ、市民もこの政策に加担しました。その結果、「ハンセン病は恐

ろしい、治らない」という認識が人々に植え付けられました。１９９６年（平成８年）に「らい予防法」が廃止されました

が、３０年経った今でも、日常生活における偏見や差別は根強く残っています。 

 らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日をむかえるにあたり、ハンセン病について正しい知識と理解を持つこと、

また、共生のための社会づくりに向けた取り組みを推進していくために、自分たちに何ができるか、今一度考える機会にし

ませんか。 

～誰もが生き生きとした人生を過ごすために～ 

か け は し 
NPO法人人権ネットいいづか 

人権同和啓発推進員（菰田地区）和多真太郎 

６月２２日は「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」 


